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最
低
制
限
価
格
制
度
を
導
入

県
、印
刷
物
の
低
入
札
対
策

県
会
計
管
理
局
は
印
刷
物
の

低
入
札
対
策
と
し
て
、
来
月
下

旬
か
ら
新
た
に
最
低
制
限
価
格

制
度
を
導
入
す
る
。

一
般
競
争

入
札
と
、
指
名
競
争
入
札
の
う

ち
予
定
価
格
が
５０
万
円
を
超
え

る
印
刷
物
が
対
象
。

最
低
制
限
価
格
制
度
は
、
入

札
価
格
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
し

た
最
低
制
限
価
格
を
下
回

っ
た

場
合
、
落
札
者
と
し
て
認
め
な

い
制
度
。

同
局
物
品
管

理
課
に

よ
る

と
、
最
低
制
限
価
格
は
予
定
価

格
積
算
内
訳
の
う
ち
、
業
務
を

実
施
す
る
た
め
に
直
接
必
要
な

経
費
と
し
て
設
定
。
制
作
料
、

刷
版
料
、
印
刷
料
、
加
工
料
の

合
計
の
６５
％
に
用
紙
代
を
加
え

て
算
出
す
る
。
過
去
の
実
績
か

ら
予
定
価
格
の
７
割
程
度
に
な

る
と
想
定
し
て
い
る
。

現
行
制
度
で
は
、
同
課
が
発

注
す
る
印
刷
物
は
、
予
定
価
格

が
２
５
０
万
円
を
超
え
る

一
般

競
争
入
札
に
限

っ
て
低
入
札
価

格
調
査
制
度
が
適
用
さ
れ
る
も

の
の
、

１０
万
円
を
超
え
２
５
０

万
円
以
下
の
場
合
は
適
用
さ
れ

な
い
。
昨
年
度
ま
で
過
去
５
年

間
の
指
名
競
争
入
札
の
平
均
価

格
は
予
定
価
格

の
約
“
％

台

で
、
極
端
な
低
価
格
入
札
の
煩

向
に
あ
る
。

ま
た
、
県
内
の
印
刷
会
社
は

倒
産
や
廃
業
に
よ
り
、
２
０
０

６
年
か
ら
１０
年
ま
で
の
５
年
間

で
１
１
２
社
か
ら
∞
社

へ
約
２

割
減
少
し
、
従
業
員
数
も
１
割

ほ
ど
減
少
し
て
い
る
と
い
う
。

同
局
は

「低
価
格
で
の
落
札

が
今
後
も
続
け
ば
県
内
の
印
刷

事
業
者
の
衰
退
を
招
き
、
印
刷

物
の
良
質
で
安
価
な
調
達
が
で

き
な
く
な
る
」
と
判
断
し
、
印

刷
物
の
発
注
に
も
最
低
制
限
価

格
制
度
の
導
入
を
決
め
た
。
す

・

で
に
１８
道
県
が
取
り
組
ん
で
い

一

る
。
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